
琴浦町内こども園・保育園における紙おむつ定額制サービス

提供事業者募集要領

１ 趣旨

現在町内のこども園・保育園では、児童が使用するおむつは保護者に持参していただいている

が、保護者及び保育現場双方の負担を軽減し、保育の質の向上を図るため、おむつの定額制サー

ビスを導入するものである。サービスの導入にあたっては、保護者が負担する利用料金のみでな

く、事業者が持つ業務実績や専門性、技術力等を勘案し、総合的な見地から判断して、保護者及

び保育現場双方にとって最適な事業者を選択する必要があることから、本要領に基づき、提供事

業者となる者を選定するものとする。

２ 導入するサービスの概要

(１)サービス名

琴浦町内こども園・保育園における紙おむつ定額制サービス

(２)サービスの目的

紙おむつの定額制サービスを導入することにより、保護者及び保育現場双方の負担を軽減し、

保育の質の向上を図る。

(３)サービスの概要※詳細は、別紙仕様書参照

サービスを導入する町内のこども園・保育園（以下、「導入施設」という。）に入園する児童の

保護者が利用を希望し、申し込みを行った場合において、提供事業者が導入施設内における紙お

むつの利用権を提供し、その対価として保護者が利用料金を支払うもの。

なお、サービス利用の有無は、保護者の任意とする。

(４)実施期間

令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで

・試行運用期間を１か月以上とし、本格運用開始の時期については、候補者との協議の上決定す

るものとする。

・試行運用期間においてはサービスの対価が発生しないものとする。

・利用状況や保護者アンケートの結果等を踏まえて、実施期間満了前にサービスを終了する可能

性がある。また、実施期間終了後も、協議の上サービスを継続する可能性がある。

３ 参加資格

この提案に参加するための資格は次の各号条件を全て満たす者とする。

(１)地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。

(２)本件の公告日から本件業務の参加申し込みの提出日までの間のいずれの日においても琴浦町及

び他の公共機関（国、地方公共団体等）から入札参加停止等指名停止措置を受けていない者であ

ること。

(３)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）にの規定による更生手続き開始の申し立てがなされ

ていない者または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立て



がなされていない者であること。

(４)暴力団員による不当な行為音防止などに関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

掲げる暴力団またはその構成員の利益になる活動を行う者ではないこと。

(５)琴浦町との協力・連帯体制及び個人情報保護の体制を構築できる者であること。

(６)国や地方公共団体へ、本業務と同種または、類似業務を実施した実績を有すること。

４ 質問の受付及び回答

質疑については、次のとおり行うこととする。

(１)質問がある場合は、質疑書兼回答書（様式１号）に質問事項、会社名、担当者氏名、メールア

ドレスを記載し、下記の提出期限までに電子メールで子育て応援課宛てに送信すること。

提出期限：令和６年２月１９日（月）正午まで（締切厳守）

提出先：琴浦町子育て応援課（電子メール：kosodate@town.kotoura.tottori.jp）

※電子メール以外の方法による質問は受け付けない。

(２)質疑に対する回答は、質疑書兼回答書により、下記の回答日に本町ホームページに掲載する。

回答日：令和６年２月２０日（火）

掲載場所：琴浦町ホームページ https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2024020700045

５ 参加申込及び企画提案書の作成及び提出

(１)参加申込

本手続きへの参加を希望する者は、「参加申込書」（様式２号）に必要事項を記入し、会社名及

び代表者を記名の上、提出すること。

(２)企画提案書等の作成及び提出

別紙仕様書に基づき、最適な提案を企画提案書（様式３号）等より行うものとする。企画提案

は、１者につき１件とし、以下の書類を出すること。

・企画提案書（様式３号）

次の事項は、企画提案書に必ず記載すること。

①提供サービスの概要

②保護者が負担する料金(利用金額、その他手数料など内訳）

③サービスに係るおむつのメーカー、商品、規格

④提案者、保護者、導入施設、町それぞれの役割分担

・サービス提供実績調書（様式４号）

・企画提案書に記載されたサービスで提供される商品のサンプル（各２個）

※紙おむつはＬサイズのものとする。

※追加料金を伴うオプションの商品については、提出不要とする。

(３)提出方法等

提出期限：令和６年２月２６日（月）正午まで（締切厳守）

※商品サンプルについては、令和６年２月２８日午後５時まで（締切厳守）

提出先：琴浦町子育て応援課（鳥取県東伯郡琴浦町徳万５９１―２）

提出方法：電子メール、書留郵便（上記提出期限に必着）、持参

※商品サンプルについては、郵送、または持参

https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2024020700045


備考：持参での提出を希望する場合は、あらかじめ町へ連絡すること。

(４)企画提案書等に対する質問

企画提案書等の内容について、町が企画提案書等を提出した提案者に問い合わせを行った場

合、問い合わせを受けた提案者は速やかに町に対して回答すること。

６ 審査

審査方法は、次に示すとおりとする。

(１)書類審査

提出された提案書類をもとに、７で示す審査方法に基づき審査を行い、最も優れた提案者を候

補者として決定するものとする。

(２)審査結果の通知

①結果通知

審査の結果は、書類審査で候補者の決定後速やかに当該審査を行った全ての者に対して通知

する。

②結果に対する問合せ

審査により候補者とならなかった提案者は、通知日より起算して５日以内に審査結果につい

て、説明を求めることができるものとする。

７ 審査方法

審査は以下の観点に基づき行うものとする。

(１)事務局審査

(２)選定委員審査

審査基準 審査内容

公立園・私立園双方へ

の導入実績

同種のサービス提供実績は十分であるか。

（令和５年１２月末現在においてサービスが継続している地方公共

団体数）

審査基準 審査内容

保護者の負担軽減の

視点

以下の点を踏まえて、保護者の負担軽減につながる提案か。

・申込や料金の支払い、解約等の手続き、試行運用の内容や方法は

保護者にとって分かりやすく、利用しやすいか。

・紙おむつの市場価格等を踏まえて、利用料金の水準は妥当か。

・サービスに係る紙おむつ等の品質は適当か。

・その他、サービスの導入により保護者の負担軽減が図られるか。

・保護者への相談対応等があるか。

保育現場の負担軽減

の視点

以下の点を踏まえて、保育現場の負担軽減につながる提案か。

・保護者への利用案内に係る資材提供等はあるか。

・利用者管理の内容や方法は分かりやすいか。

・紙おむつの在庫・発注管理の内容や方法は分かりやすいか。



８ 候補者の決定

候補者は、上記７の観点に基づき、選定会議において採点し、次の方法により決定する。

なお、審査員が提案者と利害関係を有することとなった場合、当該審査員を審査から除斥する。

この場合、上記７の審査方法から審査員の持ち点を減じるものとする。また、他の理由により審査

員が欠けた場合も同様とする。

(１)審査結果により、評価点が最高点の提案者を候補者とする。

(２)評価点が最高点の者が複数ある場合は、最高点の者のうち「保護者の負担軽減の視点」の配点

と「保育現場の負担軽減に係る視点」、の配点の合計点が最も高い提案者を候補者とする。

(３)提案者が１者のみであった場合は、審査を行い配点の総合計点の６０％以上であった場合に候

補者とする。

(４)審査の結果、配点の総合計点の６０％以上に達した提案者がいない場合は、適格者なしとす

る。

９ 候補者との協議

町と候補者は、別紙仕様書及び候補者から提出された企画提案書等を踏まえ、サービスの導入

に向けた協議を行う。

10 情報公開

候補者の名称は公開するものとする。

その他選定の過程、提案者から提出された書類、契約締結等に関する情報公開又は情報提供に

ついては、琴浦町情報公開条例の規定に基づいて対応する。

11 日程

・その他、サービス導入により保育現場の負担軽減が図られるか。

リスク対応の視点 導入後に想定されるリスクに対して、適切に対応を図る体制が整備さ

れているか。また、他団体での実績等を踏まえて本町においてサービ

ス提供が可能といえるか。

独自性の視点 仕様書に示された事項以外、独自の視点で本町にとって有益な提案が

なされているか。

参加申込期間 令和６年 ２月１３日（火）から令和６年２月２６日(月）正午まで

募集に係る質問期限 令和６年 ２月１９日（月）午後５時まで

質問に対する回答 令和６年 ２月２０日 (火）

企画提案書への質問 令和６年 ２月２７日（火）午後５時までに行う

審査結果通知 令和６年 ３月 ６日（水）午後５時までに行う

サービス提供開始 令和６年 ４月 １日（月）



12 その他

(１)参加希望者が次の事項のいずれかに該当する場合は、失格とする。

ア 提案方法、提出先、提出期限に適合していないもの

イ 提案書の作成形式に示された要件に適合しないもの

(２)提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。

(３)提出書類への虚偽記載、その他公正な競争の妨げになる行為、事実があった町が判断した場合

は、提出書類を無効とする。

(４)提出書類は返却しない。

(５)書類の作成、提出等に係る費用は、参加希望者の負担とする。

13 担当部署

琴浦町子育て応援課こども未来係 担当：櫻井

電話：０８５８－５２－１７０９（直通）

電子メール：kosodate@town.kotoura.tottori.jp


